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現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
感
染
や
そ
の
お
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
運
転
免
許
証
の
通
常
の
更
新
手
続
を
行

え
な
い
、
又
は
行
え
な
か
っ
た
者
は
、
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
を
三
ヶ
月
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
一
方
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
と
し
て
出
入
国
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
海
外
在
住
の
日

本
人
の
運
転
免
許
証
更
新
手
続
に
関
し
て
不
便
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
現
下
の
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
運
転
免
許
証
更
新

手
続
に
つ
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

海
外
在
住
の
日
本
人
が
、
運
転
免
許
証
更
新
の
た
め
一
時
帰
国
し
た
場
合
、
入
国
後
十
四
日
間
は
健
康
観
察
期
間
と
な
り

外
出
を
控
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
の
後
で
な
い
と
更
新
は
で
き
な
い
の
か
、
政
府
の
見
解
は
い
か
が
か
。 

二 

更
新
を
終
え
、
日
本
か
ら
現
在
住
ん
で
い
る
国
に
戻
っ
た
場
合
も
、
同
様
に
十
四
日
間
の
健
康
観
察
期
間
と
な
り
社
会
活

動
が
で
き
な
い
。
合
計
一
ヶ
月
も
拘
束
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
就
業
す
る
こ
と
も
で
き
ず
生
活
の
糧
を
失
い
か
ね
な
い
。

現
在
、
運
転
免
許
証
の
有
効
期
間
が
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
者
は
三
ヶ
月
延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
七
月
三
十
一
日
ま

で
に
海
外
渡
航
の
制
限
が
解
除
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
右
の
事
情
を
考
慮
し
、
海
外
在
住
者
に
と
っ
て
の
運
転
免
許
証
更
新

は
、
不
要
不
急
の
こ
と
と
し
、
海
外
渡
航
の
制
限
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
は
更
新
期
間
の
延
長
の
特
例
を
講
ず
る
べ
き
で
は
な
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い
か
、
政
府
の
見
解
を
伺
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


